
関係機関と連携し、学校が組織的に児童生徒を支援します

５ 特別支援教育の充実

学 校

Ｐ：計画

支援計画、指導計画に基づく評価
教育課程の評価
成果、課題、改善策の共通理解
合理的配慮の柔軟な見直し

Ｃ：評価 Ａ：改善

情報の焦点化
明確な説明・手順
視覚的支援
自尊心を育む場の設定

Ｄ：実施

医療機関

保健・福祉部局 特別支援学校

こども未来センター

筑前町教育委員会

学校が、保護者や関係機関と一体となって、組織的、計画的、効果的に児童生徒一人一人
の自立と社会参加を支援します。
一人一人の教育的ニーズ等に応じた合理的配慮を提供します。
作業療法士が各学校を訪問し、学校支援、保護者への就学・発達相談を実施します。

作業療法士（町費）の配置

看護師（町費）の配置

通級指導教室(三輪小学校)の充実

・言語等に関する困り感の改善(２教室開設)

特別支援教育支援員(町費)の配置（12名）

学習支援員（町費）の配置（２名）

筑前町教育支援委員会の設置

・特別な配慮を要する児童生徒に対する適

切な教育支援策を協議

特別支援教育コーディネーターPT会議の開催

・児童生徒への支援に対する年間を通した

計画的な見取りや支援状況の共有

指標☞特別支援学級の個別の指導計画の見直し3回以上：１００％

 

 

 

福岡県・福岡県教育委員会 

一貫した継続性
のある支援を行
うための成長の
記録と引き継ぎ

関係機関保護者

児童生徒の実態把握
教育課程編成の基本方針

個別の教育支援計画と
指導計画
校内の支援体制づくり

連 携 連 携

校内委員会・ケース会議
①実態把握と教育的ニーズの把握
②支援内容の検討
③支援の評価、改善
④作業療法士、支援員との連携
⑤状況に応じたケース会議の実施

コーディネーター
校内委員会･研修会の企画
運営
関係機関との連絡調整
保護者の相談窓口

６ 人権教育の推進

教職員が一体となり、学校の教育活動全体を通じた人権教育を推進します

人権が尊重される「学校づくり」に取り組みます。
「個別の人権課題に対する取組」や「いのちの授業」の充実を図ります。
研修等を通して、教職員の人権認識・人権感覚の向上に努めます。

学級や学習集団全員が「協力

しつつ共同で進める」学習

一人一人の児童生徒が「主体

的に参加できる」学習

具体的な活動や体験を通して、

「生活上必要な習慣や技能を

身につける」学習

人権教育教材「かがやき」

「あおぞら」「あおぞら２」

の活用

指標☞福岡県部落差別解消の推進に関する条例について、子どもや保護者に内容・背景を説明できる教職員の割合：
１００％以上

自己存在感をもたせる

共感的人間関係を育成

する

自己選択・決定の場を

設定する

豊かな人間関係の醸成

規範意識の醸成

行動等の背景や原因を正しくとらえ、児童生徒の内面や課題の把握

他の人の立場に立って考える想像力や、他者を共感的に理解する力の育成

一人一人の人権が尊重された教育環境、望ましい言語環境の整備

教科等
指導

学級
経営等

生徒
指導

人権が尊重される「人間関係」づくり

互いのよさや可能性を認めあえる仲間

人権が尊重される「環境」づくり

安心して過ごせる学校・教室

人権尊重の
視点に立った
学校づくり

人権が尊重される「学習活動」づくり

一人一人が大切にされる授業、互いのよさや可能性を発揮できる取組


